
1 

藤沢市立学校適正規模・適正配置第１期実施計画の策定について（素案） 

 

藤沢市教育委員会では、現在、次代を担う子どもたちにとってより良い教育環

境を整えるため、市立学校の適正規模・適正配置に向けた取組を進めているとこ

ろです。 

令和４年３月に策定した「藤沢市立学校適正規模・適正配置に関する基本方針

（以下「基本方針」という。）」に基づき、今回、適正規模・適正配置に係る取組

の具体的な手法と学校名を明記した「藤沢市立学校適正規模・適正配置第１期実

施計画（素案）（以下「素案」という。）」を作成しましたので、その内容について

報告するものです。 

  

１ これまでの経緯 

令和４年 ３月 「基本方針」策定 

５月 藤沢市立学校適正規模・適正配置検討委員会（以下「検討

委員会」という。）に対して、「基本方針」に基づいた学校

施設の適正規模・適正配置に関する実施計画の策定に向

けて諮問 

８月 藤沢市議会行政改革等特別委員会において、「藤沢市行財

政改革２０２４実行プラン令和３年度実績について」の

中で「これからの学校のあり方の検討」を報告 

９月 保護者及び小中学校教職員を対象とした「これからの学

校のあり方についてのアンケート」実施 

１１月 「素案」の市議会への報告時期の変更（令和４年１２月か

ら令和５年６月）について全議員へ通知 

 

２ 「藤沢市立学校適正規模・適正配置第１期実施計画（素案）」 

主な記載項目については、次のとおりです。 

（１）はじめに（Ｐ１） 

・「素案」作成に至る経過 

・特別支援教育の充実に向けた取組 

・適正規模・適正配置の取組でめざすもの 

（２）第１章 児童生徒数推計による学級数の推移（Ｐ３） 

・児童生徒数推計及び将来人口推計による今後の学級数の推移 

（３）第２章 第１期実施計画の考え方（Ｐ８） 

・学校規模（小・中学校ともに１２学級以上２４学級以下） 

・通学距離（小学校 片道２ｋｍ以内、中学校 片道３ｋｍ以内） 

・通学区域 

・特別支援学級の設置 

・地域との連携 

・学校施設再整備  
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（４）第３章 具体的な取組（Ｐ１４） 

・取組対象校 

（鵠沼小学校・六会小学校・辻堂小学校・鵠洋小学校・八松小学校） 

・第１期実施計画策定後の取組 

（「（仮称）藤沢市立学校通学区域検討委員会」の設置及びワークショッ

プの開催） 

・基本方針及び実施計画の見直し 

・第２期以降の実施計画の策定 

（５）参考資料（Ｐ２９） 

・学校位置図 

・基本方針 

・規模の大きな学校の特性 

・検討手法一覧（過大規模校解消手法・白浜養護学校課題解消手法） 

・アンケート調査結果 

・検討委員会（設置要綱・委員名簿・会議開催状況） 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

令和５年 ７月 「素案」に対するパブリックコメントの実施 

７～８月 「素案」についての地域説明会（鵠沼・六会・辻堂・

湘南台の各市民センター及び市役所本庁舎）の開催 

７～１２月 検討委員会において「藤沢市立学校適正規模・適正

配置第１期実施計画（最終案）」作成に向けた検討 

令和６年 １月 検討委員会から答申 

２月 藤沢市議会定例会子ども文教常任委員会において

「藤沢市立学校適正規模・適正配置第１期実施計画

（最終案）」を報告 

３月 藤沢市教育委員会定例会において「藤沢市立学校適

正規模・適正配置第１期実施計画」を策定 

４月以降 「藤沢市立学校適正規模・適正配置第１期実施計画」

に基づき、「（仮称）藤沢市立学校通学区域検討委員

会」を設置し、各地区における通学区域の見直しを

開始 

 

 

以 上 

 

（事務担当  教育部 教育総務課） 


